
26

基本計画総論



28 29

持続可能でSDGsの推進に資する計画の策定

　この計画には、SDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標） の観点を取り入れて

います。各施策がSDGsの具体的な目標にどのように貢献するかを明示することで、施策の実施がSDGsの達

成に資するようにするとともに、長期的な視点においても持続可能なまちづくりにつながる計画となるよう

策定しました。

基本計画の位置づけ

　基本計画は、基本構想で掲げた基本理念や将来都市像、めざす姿を実現させるため、基本的かつ重要な

施策を定めるものです。

　施策を実現させるためには、時代の潮流を読み取り、多様化・複雑化する市民ニーズに的確かつ柔軟に対

応することが必要です。また、市民や企業なども含めた多様な主体とまちづくりを推進するとともに、本市だ

けではないより広域的な視点も必要であることから、国・県・近隣都市との連携を密にし、施策の実現を図

るものです。

基本計画の構成

　基本計画では、基本構想で定めた8つのめざす姿ご

とに、めざす姿を達成するための施策を体系的に位置

づけています。

　基本計画「各論」では、社会状況や市民ニーズの変化

を踏まえたほか、人口と世帯数の推計結果をもとに、施

策ごとに課題や目標、主な取り組みなどを整理しました。

　また、「個別計画」は、各分野において、より具体的な

取り組みの内容を総合計画との整合性を図って策定す

るものです。

基本計画の計画期間

　基本計画の計画期間は、多様化する課題や市民ニーズ、変動の激しい社会情勢に対応できるよう前期と後

期に分け、それぞれ5年間としています。

基本計画策定の方向性

本市を取り巻く社会情勢の変化に対応した計画の策定

　新型コロナウイルス感染症の流行やそれに伴うライフスタイルの変化、少子高齢化や人口減少社会の進

行、外国人住民の急速な増加、気候変動に伴う自然災害の激甚化・頻発化、DXなどの先端技術の進展など、

本市を取り巻く社会情勢は大きく変化しており、中長期的な視点から新たな課題に対応できる計画となるよ

う策定しました。

多様な主体との連携を進める計画の策定

　市民は市政の主人公です。市民が自らの手で自らのまちを作っていくことができるよう、行政が市民だけ

でなく、企業・団体なども含めた多様な主体と連携し、実施していく計画となるよう策定しました。

基本計画策定の趣旨1

中核市としてのメリットを活かせる計画の策定

　本市は、平成30年4月1日に中核市へ移行し、保健所の設置をはじめとして、これまで埼玉県が行ってきた

事業・サービスの一部を市が行えるようになりました。こうした中核市としてのメリットを十分に発揮し、市民

のニーズに応じて効果的で迅速かつ効率的に行政サービスを実施できる計画となるよう策定しました。

施策ごとに、SDGsのゴールアイコンを設

置し、各施策がどのSDGsゴールに対応

しているものか、わかりやすく表示してい

ます。
総合計画のイメージ

基本構想

基本計画

めざす姿
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人口と世帯数の推計2
　基本計画での施策を検討するにあたって、参考とする将来の人口及び世帯数を下に示します。この将来

人口及び世帯数は、想定される標準的な数値であり、目標値ではありません。現状のまま推移すれば、将来の

人口や世帯数がこのようになることを想定しつつ、取り組むべき施策を検討し、より良いまちづくりを推進

するために推計したものです。

　推計によると、本市の人口は約60万人でほぼ横ばいで推移します。世帯数についても、今後ほぼ横ばいで

推移し、令和32年の31.5万世帯がピークになると推計されます。

※人口推計方法

　日本人については、令和7年1月1日の住民基本台帳を基準として、国立社会保障・人口問題研究所が算出した生残

率、住民基本台帳人口に基づく純移動率（2018→2019年、2019→2020年、2023→2024年の純移動率の平均）、

子ども女性比（注1）（2019、2020、2024年の平均）を使って、各年・各歳によるコーホート要因法（注2）にて推計。

　外国人については、令和7年1月1日の住民基本台帳を基準として、住民基本台帳人口に基づく変化率（2019→2024年）

を使って、5年・5歳階級によるコーホート変化率法（注3）にて推計。

注1）子ども女性比	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
0歳の人口（男女別）を、同年の20-44歳女性人口で割った値。

注2）コーホート要因法	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
各コーホート（本推計においては同年に生まれた人の集団のこと）について、自然増減（出生・死亡）及び、移動（転入・
転出）の要因それぞれの人口の見通しを仮定して将来人口を推計する方法。

注3）コーホート変化率法	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
各コーホート（本推計においては5歳階級によるコーホート：年齢を5歳ごとの区分に分けたときに同じ区分に属
する人の集団のこと）について、過去における人口動態から変化率を求め、それに基づき将来人口を推計する方法。

※日本全体における外国人割合

　国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和5年推計）」をもとに作成。

※世帯推計方法

　直近の国勢調査（2020年）のデータを用いて川口市における世帯主率を算出し、国勢調査と住民基本台帳における

世帯数の比により補正を行って推計。

※端数処理による合計値の不一致について

　端数処理の関係で、川口市全体の推計人口と日本人及び外国人の推計人口の合計、各地域の推計人口の合計は

一致しないことがある。

世帯数の推計結果

　外国人については、日本人に比べて対象数が少なく、推計に必要となる基礎データも限られるため、将来推計では長期に
なるほど振れ幅が大きくなります。また、直近数年の増加傾向をもとに将来を見込む手法のため、直近の傾向によって急増
して見える値となる場合があること、国等の政策による影響を強く受ける側面があることなどから、傾向把握のための参考
値である点にご留意ください。
　なお、本推計は、住民基本台帳に記録された在留資格を有する外国人を対象としており、仮放免中の者や、在留資格を有
しない者は推計対象に含まれていないことについても、併せてご留意ください。

　将来人口推計は、過去の人口移動等の傾向から将来の人口を推計する

もので、市の施策等を反映させて推計するものではありません。実際の

将来人口は、社会状況の変化等によって変動する可能性があります。

人口推計とは

人口の推計結果

● 年齢3区分別

● 外国人比率（参考値）

令和7年 令和12年 令和17年 令和22年 令和27年 令和32年 令和37年 令和42年令和2年
2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 20602020

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

458,974479,394497,220511,638524,185536,114548,009559,286568,341

146,394129,037112,98097,76283,22169,22657,35248,16138,764

日本人人口 日本全体における外国人割合外国人人口

8.8%7.9%7.0%6.1%5.2%4.3%3.5%2.7%2.2%

24.2%21.2%18.5%16.0%13.7%11.4%9.5%7.9%6.4%

令和7年 令和12年 令和17年 令和22年 令和27年 令和32年 令和37年 令和42年令和2年
2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 20602020

（世帯）
340,000

320,000

300,000

280,000

260,000

240,000

220,000

200,000

314,011314,947315,333313,666310,410306,568303,841306,660

290,037

実績 推計

趨勢期間 推計値

58,24060,10161,73362,48962,28760,42663,47568,81276,185

163,247168,053171,097169,056161,758147,463139,323139,181138,606

383,880380,277377,370377,856383,360397,451402,564399,454392,314

（人）
700,000

600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

0
令和7年 令和12年 令和17年 令和22年 令和27年 令和32年 令和37年 令和42年令和2年
2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 20602020

年少人口（15歳未満） 老年人口（65歳以上）生産年齢人口（15～64歳）

実績 推計

607,105 607,447 605,362 605,339 607,406 609,400 610,200 608,431 605,368

基
本
計
画

総
論
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各地域のめざす方向性3
　本市の10の地域（中央、横曽根、青木、南平、新郷、神根、芝、安行、戸塚、鳩ヶ谷）ごとに特徴をとらえ、

地域の実情に即したまちづくりの方向性を示しました。

各地域の人口推計

中央地域

増加傾向が続くと見込まれます。

横曽根地域

10地域でもっとも増加すると見込まれます。

南平地域
住宅と工場が共生し、地域交通の利便性を高
めつつ、荒川や芝川などの地域の資源を活か
し、うるおいと活力を創出する安全で快適な
住み良いまちをめざします。

戸塚地域
豊かな水と緑が調和した住環境の創出を図
りながら、JR武蔵野線と埼玉高速鉄道線の結
節点という拠点性を活かし、本市の「北の玄
関口」として、にぎわいと交流のあるまちをめ
ざします。

鳩ヶ谷地域
日光御成道の宿場町としての歴史文化
資源や利便性の高い交通ネットワーク
を活かし、にぎわいの創出や隣接地域
との連携を踏まえた住みやすく訪れた
くなる魅力あるまちをめざします。

新郷地域
貴重な緑地や歴史的資源を大切
にしながら、治水・遊水機能を含
めた都市基盤整備を推進すると
ともに、住宅と工場が共生する安
全で快適なまちをめざします。

安行地域
「植木の里・安行」の伝統を継承
するとともに、緑化産業の集積・
発信を行い、魅力的で豊かな緑
の地域資源を活かすとともに、住
環境と自然が調和した安全で快
適なまちをめざします。

中央地域
ものづくり産業の伝統と宿場町としての歴史
を大切にしつつ、川口駅周辺のさらなる拠点
性の高まりを踏まえ、経済や文化芸術を中心
とする都市機能の充実を図り、利便性が高く
活気あふれるまちをめざします。

神根地域
緑や水辺環境、農地と共存したうるおいある
生活空間を生み出すとともに、自然資源や
歴史資源を活かした拠点施設を活用し、人々
の交流が盛んでにぎわいのあるまちをめざ
します。

横曽根地域
西川口駅を中心として多文化共生やまちの活
性化を図るとともに、荒川の河川空間を活か
して自然とふれ合う場やスポーツを楽しむ場
を創出するなど、にぎわいと安らぎがあり、安
全・安心なまちをめざします。

青木地域
SKIPシティを中心に産業技術や
文化の集積と発信を行うとともに、
行政・教育の中核機能を高め、水
辺空間に親しむことのできる快適
で活気のあるまちをめざします。

芝地域
交通利便性や商業機能を活かす
とともに、密集市街地の解消など
に向けた都市基盤整備を推進し、
安全・安心で良好な住環境づくり
を進め、にぎわいとゆとりのある
まちをめざします。

4,6724,7694,9134,9565,1085,1585,351

31,17130,92430,86931,14831,07630,97129,821

（人）
100,000

90,000

80,000

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

48,78048,12247,33746,38245,47944,72243,226
12,93612,43011,55510,2779,2958,5938,054

令和7年 令和12年 令和17年 令和22年 令和27年 令和32年令和2年

実績 推計

2025 2030 2035 2040 2045 20502020

年少人口（15歳未満） 老年人口（65歳以上）生産年齢人口（15～64歳）

（人）
100,000

90,000

80,000

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0
8,0548,3348,5577,9087,4887,2898,083

57,38055,22353,71653,65253,17351,92750,652

19,76218,99717,92816,18114,69513,99113,683

85,19682,55380,20177,74175,35673,20772,418

令和7年 令和12年 令和17年 令和22年 令和27年 令和32年令和2年
2025 2030 2035 2040 2045 20502020

年少人口（15歳未満） 老年人口（65歳以上）生産年齢人口（15～64歳）

実績 推計

基
本
計
画
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新郷地域

やや減少すると見込まれます。

青木地域

ほぼ横ばいで推移すると見込まれます。

神根地域南平地域

やや減少すると見込まれます。ほぼ横ばいで推移すると見込まれます。

（人）
100,000

90,000

80,000

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

2025 2030 2035 2040 2045 20502020

年少人口（15歳未満） 老年人口（65歳以上）生産年齢人口（15～64歳）

7,7337,6967,5507,0797,4878,2269,173

47,60047,53647,84349,34649,92349,99750,661

21,91322,02221,63720,35319,57219,42319,449

77,24677,25377,03076,77776,98277,646
79,283

令和7年 令和12年 令和17年 令和22年 令和27年 令和32年令和2年

実績 推計

（人）
100,000

90,000

80,000

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

2025 2030 2035 2040 2045 20502020

年少人口（15歳未満） 老年人口（65歳以上）生産年齢人口（15～64歳）

令和7年 令和12年 令和17年 令和22年 令和27年 令和32年令和2年

6,4636,5666,5176,3546,6397,3848,224

18,98018,98617,97516,15915,07914,76814,564

37,93138,31939,76142,05943,19143,18341,974

63,37463,87264,25364,57164,90865,33564,762

実績 推計

（人）
100,000

90,000

80,000

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

年少人口（15歳未満） 老年人口（65歳以上）生産年齢人口（15～64歳）

10,96311,23211,03510,41510,41211,10311,565

20,22320,70621,73723,32123,97323,80823,315

3,6643,6143,4433,3153,7264,4095,002
令和7年 令和12年 令和17年 令和22年 令和27年 令和32年令和2年
2025 2030 2035 2040 2045 20502020

34,85035,55236,21537,05038,11139,32039,882

実績 推計

2025 2030 2035 2040 2045 20502020

（人）
100,000

90,000

80,000

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

年少人口（15歳未満） 老年人口（65歳以上）生産年齢人口（15～64歳）

5,0294,9944,8114,8075,2255,9476,551

27,81428,19729,02530,89031,85531,78731,091

14,44514,81714,75613,64913,33614,06314,267

令和7年 令和12年 令和17年 令和22年 令和27年 令和32年令和2年

47,28848,00748,59249,34650,41651,79751,909

実績 推計

基
本
計
画
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戸塚地域

鳩ヶ谷地域

やや増加からほぼ横ばいで推移すると見込まれます。

芝地域

高い水準で横ばいから微増で推移すると見込まれます。

安行地域

やや減少すると見込まれます。ほぼ横ばいで推移すると見込まれます。

（人）
100,000

90,000

80,000

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

2025 2030 2035 2040 2045 20502020

年少人口（15歳未満） 老年人口（65歳以上）生産年齢人口（15～64歳）

6,2786,4386,4506,2846,6787,3668,360

35,99036,89338,58741,22442,44642,33141,054

18,78318,56417,55915,75714,95015,34015,791

令和7年 令和12年 令和17年 令和22年 令和27年 令和32年令和2年

61,05161,89662,59663,26464,07465,03765,205

実績 推計

（人）
100,000

90,000

80,000

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

2025 2030 2035 2040 2045 20502020

年少人口（15歳未満） 老年人口（65歳以上）生産年齢人口（15～64歳）

7,9768,1698,2707,8317,8727,9818,846

53,56352,59951,75752,50852,95752,93153,014

21,71421,53421,19820,04019,49819,91920,609

令和7年 令和12年 令和17年 令和22年 令和27年 令和32年令和2年

83,25482,30381,22680,37980,32680,83182,469

実績 推計

（人）
100,000

90,000

80,000

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

2025 2030 2035 2040 2045 20502020

年少人口（15歳未満） 老年人口（65歳以上）生産年齢人口（15～64歳）

令和7年 令和12年 令和17年 令和22年 令和27年 令和32年令和2年
4,1423,9783,7503,8004,5865,5265,938

21,99922,70923,76324,78724,64623,74523,050

10,84110,5449,8098,8988,6199,0979,039

36,98237,23137,32237,48537,85138,36838,027

実績 推計

（人）
100,000

90,000

80,000

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

2025 2030 2035 2040 2045 20502020

年少人口（15歳未満） 老年人口（65歳以上）生産年齢人口（15～64歳）

7,7227,9318,0268,0938,6659,52610,657

43,69944,75046,30148,51649,32548,77447,682

20,76019,93018,30715,73413,86812,88411,585

令和7年 令和12年 令和17年 令和22年 令和27年 令和32年令和2年

72,18072,61172,63472,34371,85871,18469,924

実績 推計

基
本
計
画

総
論
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施策・単位施策の一覧4
　基本構想で掲げた8つのめざす姿を実現するため、本市が推進する施策と、より具体的な手段を示す

単位施策を定めました。

Ⅰ

健康で、
自分らしく
生き生きと

暮らせるまち

1 健康な心と身体を育む
まちづくり

❶保健・予防活動の推進
❷医療体制の充実
❸感染症対策の強化
❹医療保険制度の充実

2
高齢者が健やかに暮ら
し、活躍できるまちづ
くり

❶介護予防・フレイル対策の充実
❷高齢者の生きがいと安全・安心な暮らしを支える施策
の充実
❸介護サービスの基盤整備と介護保険事業の持続可能性
の確保
❹在宅医療と在宅介護の連携強化

3
誰もが役割と生きがい
を持てる地域共生社会
の実現

❶重層的支援体制整備事業の推進
❷障害者の意思と権利を尊重し、自分らしく暮らすための施
策の推進

❸生活困窮状態からの早期自立に向けた体制の整備
❹環境衛生の充実

Ⅱ

誰もがお互いを
認め合い、
安心して

暮らせるまち

1
災害や危機に強く、誰も
が安全・安心に暮らせ
るまちづくり

❶防災対策の充実
❷治水・浸水対策の推進
❸防犯対策の充実
❹消防・救急・救助体制の充実
❺危機管理体制の充実・強化

2
互いに尊重し合い、地
域で生き生きと活動し
やすい環境づくり

❶人権を尊重した社会づくり
❷男女共同参画を進める意識・環境づくり
❸多文化共生の実現に向けた意識・環境づくり
❹地縁活動(町会・自治会など)の支援
❺市民活動（NPO・ボランティアなど）の人材育成と支援

Ⅲ

こどもを
みんなで育み、
こどもが輝き
活躍するまち

1 すべてのこどもの幸せ
につながる支援の推進

❶妊娠期から幼児期までの支援の充実
❷学童期・思春期の支援の充実
❸青年期の支援の充実

2 すべてのこどもが学べ
る多様な環境づくり

❶幼稚園・小学校・中学校教育の充実
❷高等学校教育の充実
❸教育力向上のための体制づくり
❹誰もが適切な教育を受けられる環境の充実

3 子育て・子育ち支援の
推進

❶こどもが健やかに過ごせる体制づくり
❷多様なこどもの居場所の確保
❸経済的負担の軽減とこどもの貧困の解消に向けた対策
の推進
❹配慮を必要とするこどもの支援の充実

Ⅳ

学びとスポーツ・
文化に親しみ、

自己実現が
できるまち

1 生涯学習・スポーツがで
きる環境づくり

❶生涯を通じて学び続けられる環境の充実
❷目的に応じてスポーツ・レクリエーション活動に親しめる
環境の充実

2 歴史の継承と文化芸術
の発信

❶歴史的資源の保存と活用
❷文化芸術拠点の活用
❸文化芸術活動の支援

Ⅴ

にぎわいと
魅力があり、

伝統と未来が
響き合うまち

1 経済活動の持続的発展と
安定した雇用の確保

❶企業経営の強化支援
❷就労環境の向上

2 ものづくり産業を活かした
新たな価値の創出

❶ものづくり産業のさらなる振興
❷担い手の育成と技術の振興
❸企業立地及び業務拡張等の支援

3 にぎわいと魅力ある商業の
振興

❶にぎわいと活気ある商業活動の振興
❷魅力ある商業環境の創出

4 未来ある都市農業の振興
❶都市農業の振興
❷都市農地の保全

5 地域資源の活用による地
域経済の活性化

❶地域資源を活用したシティプロモーションの実施
❷SKIPシティを活用した地域の活性化

Ⅵ

都市と自然が
調和した、
うるおいと

やすらぎのあるまち

1 豊かな水と緑に親しむ空間
づくり

❶水辺環境の整備・保全
❷緑地環境の整備・保全

2 人と生物が暮らす環境の
保全

❶生活環境の保全
❷地球環境の保全
❸生物多様性の保全

3 清潔で美しいまちづくり
❶廃棄物の減量化・再資源化
❷廃棄物の適正処理の推進

Ⅶ
誰もが安全で

快適に暮らせるまち

1 住・工・商・緑が調和した計
画的なまちづくり

❶計画的で持続可能な土地利用の推進
❷土地区画整理をはじめとした市街地整備の推進
❸周辺環境と調和した景観形成の促進
❹鉄道駅周辺整備の推進
❺良好な住環境の整備

2 安全で快適な交通環境の
整備・維持

❶道路・橋りょうの整備の推進
❷公共交通機能の充実
❸安全で円滑な交通環境の確保

3 安全・安心な上下水道サー
ビスの提供

❶水道水の水質の保全・向上
❷生活環境の改善・河川の水質保全
❸水道水の安定供給・下水道機能の確保
❹上下水道事業の経営基盤の強化

Ⅷ
持続可能で

自立したまち

1 多様な主体と進めるまちづ
くり

❶広報・広聴の充実
❷多様な主体との連携の推進

2 効率的で持続可能な行財
政運営

❶健全財政の維持
❷公共施設マネジメントの推進
❸DXの推進
❹人材の確保・育成と組織の最適化

めざす姿 めざす姿施策 施策単位施策 単位施策

基
本
計
画
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